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「生活福祉資金の貸付けについて」の一部改正について 

 

 

生活福祉資金の貸付けについては、平成 21 年７月 28 日付厚生労働省発社援 

0728 第９号厚生労働事務次官通知「生活福祉資金の貸付けについて」に基づき実

施されているところである。 

今般、生活福祉資金貸付制度における業務の委託について、下記のとおり見直し

を行うこととし、別添の新旧対照表のとおり「生活福祉資金貸付制度要綱」の一部

を改正し、令和２年４月２０日から適用することとしたので通知する。 

 

 

 

記 

 

 

都道府県社会福祉協議会が行う、資金の貸付業務の一部を委託するこ

とができる先について、「特に必要と認められるときは、厚生労働大臣が定

める者に委託することができる。」を追加する。  



 

生活福祉資金貸付制度要綱一部改正新旧対照表 

 

改正後 現行 

（別紙） 

生活福祉資金貸付制度要綱 

 

第１ （略） 

 

 

第２ 実施主体 

１ （略） 

２ 都道府県社協は、資金の貸付業務の一部を当該都道府県の区

域内にある社会福祉法第 109 条第１項に規定する市町村社会福

祉協議会（以下「市町村社協」という。）に委託することができ

る。また、特に必要と認められるときは、厚生労働大臣が定め

る者に委託することができる。 

 

 

第３～第 19 （略） 

 

 

 

（別紙） 

生活福祉資金貸付制度要綱 

 

第１ （略） 

 

 

第２ 実施主体 

１ （略） 

２ 都道府県社協は、資金の貸付業務の一部を当該都道府県の区

域内にある社会福祉法第 109 条第１項に規定する市町村社会福

祉協議会（以下「市町村社協」という。）に委託することができ

る。 

 

 

 

第３～第 19 （略） 

 

 

 

 

 別添 



参考：改正後全文 

 

生活福祉資金貸付制度要綱 

 

第１ 目的  

  この要綱は、低所得者、障害者又は高齢者に対し、資金の貸付けと必要な

相談支援を行うことにより、その経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに

在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにすること

を目的とする。 

なお、生活困窮者自立支援法（平成 25 年法律第 105 号。以下「法」という。）

に基づく各事業と連携し、効果的、効率的な支援を実施することにより、生活

困窮者の自立の促進を図るものとする。 

 

第２ 実施主体 

１ 生活福祉資金（以下「資金」という。）の貸付けは、社会福祉法第 110 条

第１項に規定する都道府県社会福祉協議会（以下「都道府県社協」という。）

が行うものとする。 

２ 都道府県社協は、資金の貸付業務の一部を当該都道府県の区域内にある社

会福祉法第 109 条第１項に規定する市町村社会福祉協議会（以下「市町村社

協」という。）に委託することができる。また、特に必要と認められるとき

は、厚生労働大臣が定める者に委託することができる。 

 

第３ 貸付対象  

  資金の貸付けの対象となる世帯は、次の各号に掲げる世帯とする。 

  ただし、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に

規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）が属する世帯を除くものとす

る。 

（１）資金の貸付けにあわせて必要な支援を受けることにより独立自活でき

ると認められる世帯であって、独立自活に必要な資金の融通を他から受

けることが困難であると認められるもの（以下「低所得世帯」という。 

（２）次に掲げる身体障害者、知的障害者又は精神障害者等(以下｢障害者｣と

いう。)の属する世帯(以下「障害者世帯」という。) 

ア 身体障害者福祉法第 15 条の規定により、身体障害者手帳の交付を受

けた者 

イ 「療育手帳制度について」（昭和 48 年厚生事務次官通知）別紙療育

手帳制度要綱により療育手帳の交付を受けている者 

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第 45 条の規定により、精

神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 

エ その他現に障害者総合支援法によるサービスを利用している等これ



と同程度と認められる者 

（３）65 歳以上の高齢者の属する世帯（以下「高齢者世帯」という。） 

 

第４ 資金の種類 

  資金の種類は、次の４種類とする。 

１ 総合支援資金  

   失業者等、日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために

継続的な相談支援（就労支援、家計相談支援等）と生活費及び一時的な資

金を必要とし、貸付けを行うことにより自立が見込まれる世帯であって、

次のいずれの要件にも該当する場合に、（１）から（３）に掲げる費用とし

て貸し付ける資金をいう。 

   なお、貸付けに際しては、原則として法に基づく自立相談支援事業等に

よる支援を受けるとともに、実施主体及び関係機関から貸付け後の継続的

な支援を受けることに同意していることを要件とする。 

ア 低所得世帯であって、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常

生活の維持が困難となっていること 

イ 資金の貸付けを受けようとする者（以下「借入申込者」という。）の

本人確認が可能であること 

ウ 現に住居を有していること又は法第３条第３項に規定する生活困窮

者住居確保給付金（以下「住居確保給付金」という。）の申請を行い、

住居の確保が確実に見込まれること 

エ 実施主体が貸付け及び関係機関とともに支援を行うことにより、自立

した生活を営めることが見込まれ、償還を見込めること 

オ 失業等給付、職業訓練受講給付金、生活保護、年金等の他の公的給付

又は公的な貸付けを現に受けることができず、生活費を賄うことができ

ないこと 

（１）生活支援費 

生活再建までの間に必要な生活費用 

（２）住宅入居費 

敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用 

（３）一時生活再建費 

生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困

難である費用 

２ 福祉資金 

低所得世帯、障害者世帯又は高齢者世帯（日常生活上療養又は介護を要

する高齢者が属する世帯に限る。）に対し、次の各号に掲げる費用として貸

し付ける資金をいう。 

なお、（２）緊急小口資金の貸付けに際しては、原則として法に基づく自

立相談支援事業等による支援を受けるとともに、実施主体及び関係機関から



貸付け後の継続的な支援を受けることに同意していることを要件とする。 

（１）福祉費 

日常生活を送る上で、又は自立生活に資するために、一時的に必要

であると見込まれる費用 

（２）緊急小口資金 

次の理由により緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に

貸し付ける少額の費用 

ア 医療費又は介護費の支払等臨時の生活費が必要なとき 

イ 火災等被災によって生活費が必要なとき 

ウ 年金、保険、公的給付等の支給開始までに生活費が必要なとき 

エ 会社からの解雇、休業等による収入減のため生活費が必要なとき 

オ 滞納していた税金、国民健康保険料、年金保険料の支払いにより支

出が増加したとき 

カ 公共料金の滞納により日常生活に支障が生じるとき 

キ 法に基づく支援や実施機関及び関係機関からの継続的な支援を受

けるために経費が必要なとき 

ク 給与等の盗難によって生活費が必要なとき 

ケ その他これらと同等のやむを得ない事由があって、緊急性、必要性

が高いと認められるとき 

３ 教育支援資金 

低所得世帯に対し、次の各号に掲げる費用として貸し付ける資金をいう。 

（１）教育支援費 

低所得世帯に属する者が学校教育法に規定する高等学校（中等教育

学校の後期課程、特別支援学校の高等部及び専修学校の高等課程を含

む。以下「高等学校」という。）、大学（専門職大学、短期大学、専門

職短期大学及び専修学校の専門課程を含む。）又は高等専門学校に就学

するのに必要な経費 

（２）就学支度費 

低所得世帯に属する者が高等学校、大学（専門職大学、短期大学、

専門職短期大学及び専修学校の専門課程を含む。）又は高等専門学校へ

の入学に際し必要な経費 

４ 不動産担保型生活資金 

次の各号に掲げる資金をいう。 

（１）不動産担保型生活資金 

一定の居住用不動産を有し、将来にわたりその住居に住み続けるこ

とを希望する高齢者世帯であって、次のいずれにも該当する世帯に対

し、当該不動産を担保として生活費を貸し付ける資金 

ア 借入申込者が単独で所有している居住用不動産（同居の配偶者と

ともに連帯して資金の貸付けを受けようとする場合に限り、当該配



偶者と共有している不動産を含む。）に居住している世帯であること 

イ 借入申込者が所有している居住用不動産に賃借権等の利用権及び

抵当権等の担保権が設定されていないこと 

ウ 借入申込者に配偶者又は借入申込者若しくは配偶者の親以外の同

居人がいないこと 

エ 借入申込者の属する世帯の構成員が原則として６５歳以上である

こと 

オ 借入申込者の属する世帯が市町村民税非課税程度の低所得世帯で

あること 

（２）要保護世帯向け不動産担保型生活資金 

一定の居住用不動産を有し、将来にわたりその住居を所有し、又は

住み続けることを希望する要保護の高齢者世帯であって、次のいずれ

にも該当する世帯に対し、当該不動産を担保として生活費を貸し付け

る資金 

ア 借入申込者が単独で概ね 500 万円以上の資産価値の居住用不動産

（借入申込者の配偶者とともに連帯して資金の貸付けを受けようと

する場合に限り、当該配偶者と共有している不動産を含む。）を所有

していること 

イ 借入申込者が所有している居住用不動産に賃借権等の利用権及び

抵当権等の担保権が設定されていないこと 

ウ 借入申込者及び配偶者が原則として６５歳以上であること 

エ 借入申込者の属する世帯が、本制度を利用しなければ、生活保護

の受給を要することとなる要保護世帯であると保護の実施機関（生

活保護法第１９条第４項に規定する保護の実施機関をいう。以下同

じ。）が認めた世帯であること 

 

第５ 貸付金額 

  貸し付ける資金（以下「貸付金」という。）の額は、都道府県社協の会長（以

下「都道府県社協会長」という。）が借入申込者における資金の使途や必要性、

償還能力等を勘案の上、真に必要な額について決定するものとし、その上限

額は次に掲げるとおりとする。 

１ 総合支援資金 

（１）生活支援費  

二人以上の世帯は月額 200,000 円以内。単身世帯は月額 150,000 円

以内。 

貸付期間（貸付金を交付する期間をいう。以下同じ。）は、原則とし

て３月とし、就職に向けた活動を誠実に継続している場合などにおい

ては、最長 12 月まで貸付けを延長することができる。また、貸付けの

延長は原則として３月ごとに行うものとする。 



なお、当該期間内であっても、資金の貸付けを受けた者（以下「借

受人」という。）が自立した生活を営むことが可能となった場合には、

貸付けを終了するものとする。 

（２）住宅入居費 

400,000 円以内 

（３）一時生活再建費 

600,000 円以内 

２ 福祉資金 

（１）福祉費 

5,800,000 円以内。なお、資金目的に応じた貸付上限額の目安は別に定

めるものとする。 

（２）緊急小口資金 

100,000 円以内 

３ 教育支援資金 

（１）教育支援費 

ア 高等学校 

月額 35,000 円以内 

イ 高等専門学校 

月額 60,000 円以内 

ウ 短期大学（専門職短期大学及び専修学校専門課程を含む。） 

月額 60,000 円以内 

エ 大学（専門職大学を含む。） 

月額 65,000 円以内 

オ アからエにつき、特に必要と認める場合に限り、貸付上限額の１.５

倍の額まで貸付可能とする。 

 

（２）就学支度費 

500,000 円以内 

４ 不動産担保型生活資金 

（１）不動産担保型生活資金 

ア 本資金の借入申込者が現に居住している建物及び土地のうち土地 

（以下「本件土地」という。）の評価額の７割を標準として都道府県社

協会長が定めた額。 

イ １月当たりの貸付額は、300,000 円以内で都道府県社協会長及び借入

申込者が契約により定めた額 

（２）要保護世帯向け不動産担保型生活資金 

ア 本資金の借入申込者が現に所有している居住用不動産（以下「本件

不動産」という。）の評価額の７割（集合住宅の場合は５割）を標準と

して都道府県社協会長が定めた額 



イ １月当たりの貸付額は、当該世帯の貸付基本額の範囲内で都道府県

社協会長及び借入申込者が契約により定めた額 

ウ 前号の貸付基本額は、当該世帯の最低生活費等を勘案し、保護の実

施機関が定めた額とする。 

５ 貸付限度額の特例 

貸付限度額について、特に必要と認められるときは、厚生労働大臣が特

別の措置を講ずることができるものとする。 

 

第６ 貸付けの方法  

１ 貸付金の据置期間及び償還期限 

貸付金の据置期間及び償還期限は、次表のとおりとする。ただし、災害

を受けたことにより、総合支援資金又は福祉資金を貸し付ける場合には、当

該災害の状況に応じ、次表の規定にかかわらず、据置期間を貸付けの日から

２年以内とすることができる。 

資金の種類 据置期間 償還期限 

総合支援

資金 

生活支援費 最終貸付日から６月以内 

据置期間経過後10年

以内 

住宅入居費 貸付けの日（生活支援費と

あわせて貸し付けている

場合には、生活支援費の最

終貸付日）から６月以内 

一時生活再建費 

福祉資金 

福祉費 

貸付けの日（分割による交

付の場合には最終貸付日）

から６月以内 

据置期間経過後20年

以内 

緊急小口資金 貸付けの日から２月以内 
据置期間経過後12月

以内 

教育支援

資金 

教育支援費 
卒業後６月以内 

据置期間経過後20年

以内 就学支度費 

不動産担

保型生活

資金 

不動産担保型生

活資金 

契約の終了後３月以内 据置期間終了時 要保護世帯向け

不動産担保型生

活資金 

２ 貸付金の利率 

（１）総合支援資金及び福祉費の貸付金の利率は、連帯保証人を立てる場合

は無利子とし、連帯保証人を立てない場合は据置期間経過後年１．５パ

ーセントとする。 

（２）緊急小口資金及び教育支援資金は、無利子とする。 

（３）不動産担保型生活資金（第４の４の（１）に規定する「不動産担保型

生活資金」をいう。以下同じ。）及び要保護世帯向け不動産担保型生活



資金の貸付金の利率は、都道府県社協会長が年度（毎年４月１日から翌

年３月 31 日までをいう。）ごとに、年３パーセント又は当該年度におけ

る４月１日（当日が金融機関等休業日の場合はその翌営業日）時点の銀

行の長期プライムレートのいずれか低い方を基準として定めるものと

する。 

（４）不動産担保型生活資金及び要保護世帯向け不動産担保型生活資金の貸

付金の利子は、初回の貸付金の交付日の属する月から起算して 36 月ご

との期間中の貸付金の総額ごとに、当該期間の最終日（当該期間の途中

で貸付けを停止した場合は、当該貸付停止日）の翌日から当該貸付契約

の終了日までの間、日数により計算して付するものとする。 

３ 貸付けの特例 

   貸付金の据置期間、償還期限及び利率について、特に必要と認められる

ときは、厚生労働大臣が特別の措置を講ずることができるものとする。 

４ 貸付金の交付 

   貸付金の交付は、一括、分割又は月決めの交付の方法によるものとする。

ただし、総合支援資金のうち生活支援費、不動産担保型生活資金及び要保

護世帯向け不動産担保型生活資金については次の方法によるものとする。 

（１）生活支援費 

貸付金は、原則として１月ごとに交付するものとする。 

（２）不動産担保型生活資金及び要保護世帯向け不動産担保型生活資金 

ア 貸付期間は、貸付元利金（貸付金とその利子を合計した金額をいう。

以下同じ。）が貸付限度額に達するまでの期間とする。 

イ 不動産担保型生活資金の貸付金は、原則として３月ごとに交付する

ものとする。 

ウ 要保護世帯向け不動産担保型生活資金の貸付金は、原則として１月

ごとに交付するものとする。 

５ 貸付金の償還 

（１）総合支援資金、福祉資金、教育支援資金の貸付金の償還は、年賦償還、

半年賦償還又は月賦償還の方法によるものとする。ただし、借受人は、い

つでも繰上償還することができる。 

（２）総合支援資金、福祉資金、教育支援資金の貸付金の償還は、元金均等償

還の方法によることを原則とする。 

   

第７ 連帯借受人 

１ 借入を希望する世帯に属する者が就職、転職、就学又は技能を習得するた

めに、福祉費又は教育支援資金の借入申込を行うに当たっては、当該者が借

受人となった場合は、生計中心者が連帯債務を負担する借受人（以下「連帯

借受人」という。）として加わらなければならない。ただし、生計中心者が

借受人となった場合は、当該者が連帯借受人として加わらなければならない。 



２ １により連帯借受人を立てた場合には、原則として連帯保証人は必要とし

ないものとする。この場合、第６の２の（１）においては、連帯保証人を立

てたものとみなす。 

 

第８ 連帯保証人 

１ 借入申込者は、原則として連帯保証人を立てるものとする。ただし、連帯

保証人を立てない場合でも、資金の貸付けを受けることができるものとする。 

２ 緊急小口資金又は要保護世帯向け不動産担保型生活資金の貸付けを受け

ようとするときは、連帯保証人を必要としないものとする。 

３ 不動産担保型生活資金の連帯保証人については、第 17 の１の規定による。 

４ 連帯保証人は、原則として１名とする。 

５ 連帯保証人は、借受人と別世帯に属する者であって、原則として借受人と

同一都道府県に居住し、かつ、その世帯の生活の安定に熱意を有する者とす

る。ただし、貸付対象世帯の状況から同一都道府県に居住する連帯保証人が

得られない場合には、この限りでない。 

６ 借受人又は借入申込者は、他の借受人又は借入申込者の連帯保証人となる

ことはできない。 

 

第９ 重複貸付及び再貸付 

１ 重複貸付 

同一世帯に対して資金(資金ごとに細分された経費の種類を含む。以下同

じ。)を同時に貸し付ける場合には、資金の性格から判断して貸し付けられ

るものとする。 

２ 再貸付 

同種の資金の再度にわたる貸付けは、次の各号の場合に限り行うことがで

きる。この場合において、特に借受世帯の償還能力を勘案し貸し付けるもの

とする。 

（１）借受人又は借受人の属する世帯が災害その他やむを得ない事情にあると

認められるとき 

（２）借受人の自立更生を促進するために特に必要があると認められるとき 

 

第 10 貸付決定及び契約締結 

１ 都道府県社協会長は、借入申込者（要保護世帯向け不動産担保型生活資金

の借入申込者の場合は、本制度の利用に関してあらかじめ保護の実施機関か

ら通知を受けている者に限る。）から資金の借入れの申込みがあったときは、

申込みの内容を審査し、貸付けの決定をするものとする。 

２ 都道府県社協会長は、資金の貸付けを決定したときは、借入申込者に対し

貸付決定通知書を交付し、貸付けに係る契約を締結（以下「貸付契約」とい

う。）するとともに、借入申込者から借用書の提出を受けるものとする。 



 

第 11 借受人等の責務 

１ 借受人は、借入の目的に即して資金を使用するとともに、市町村社協及び

都道府県社協、民生委員が行う必要な相談支援や法に基づく自立相談支援事

業等による支援により、経済的及び社会的な自立を図り、安定した生活を送

れるよう努めなければならない。 

２ 総合支援資金、福祉資金、教育支援資金の借受人は、あらかじめ償還計画

を策定し、都道府県社協会長との契約に定める償還方法により、償還期限ま

でに貸付金を償還しなければならない。 

３ 借受人、連帯借受人、連帯保証人は市町村社協及び都道府県社協から、契

約で定めた内容等に関する問い合わせを受けたとき又は定期的な報告を求

められたときは、回答又は報告を行わなければならない。 

４ 不動産担保型生活資金及び要保護世帯向け不動産担保型生活資金の借受

人は、都道府県社協会長の承認を受けずに居住用不動産の譲渡、居住用不動

産に対する賃借権等の利用権又は抵当権等の担保権の設定、居住用不動産の

損壊その他居住用不動産に係る一切の法律上及び事実上の処分をしてはな

らない。 

５ 不動産担保型生活資金及び要保護世帯向け不動産担保型生活資金の借受

人は、都道府県社協会長の求めがあれば、本件土地及び本件不動産の再評価

その他貸付けの実施に必要な調査に協力しなければならない。 

６ 不動産担保型生活資金の借受人は、都道府県社協会長の承認を受けずに配

偶者又は借受人若しくは配偶者の親以外の者を同居させてはならない。 

７ 借受人、連帯借受人、連帯保証人、又は借受人が要保護世帯向け不動産担

保型生活資金を利用することに同意した推定相続人（不動産担保型生活資金

及び要保護世帯向け不動産担保型生活資金の借入申込者の相続が開始した

場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。）は次のいずれかに該当する

場合は、直ちに都道府県社協会長に届け出なければならない。 

（１）借受人の氏名に変更があったとき 

（２）借受人が就職等による自立又は必要な資金の融通を他から受ける等して、

貸付けの目的を達成したとき 

（３）借受人が生活保護受給を開始したとき 

（４）借受人が転居し、又は入院若しくは社会福祉施設等への入所等により居

住用不動産を長期間にわたり不在にするとき 

（５）借受人が仮差押若しくは仮処分（以下「民事保全」という。）又は強制

執行若しくは競売（以下「民事執行」という。）の申立てを受けたとき 

（６）借受人が破産又は民事再生手続開始（以下「破産等」という。）の申立

てを受け、又は申立てをしたとき 

（７）借受人に関し成年後見、保佐又は補助開始の審判、任意後見監督人選任

の審判その他借受人の心身の状況に著しい変更があったとき 



（８）借受人が死亡したとき 

（９）連帯借受人又は連帯保証人の氏名又は住所に変更があったとき 

（10）連帯借受人又は連帯保証人の状況に著しい変更があったとき 

（11）不動産担保型生活資金の貸付けにおいて次の変更等があったとき 

   ア 借受人の推定相続人の範囲に変更があったとき 

   イ 同居者の転出入その他借受人の属する世帯の状況に著しい変更があ

ったとき 

   ウ 居住用不動産が法令により収用又は使用されたとき 

エ 滅失、損壊その他の事由によって居住用不動産の価値が著しく減少

したとき 

（12）要保護世帯向け不動産担保型生活資金の貸付けにおいて次の変更等があ

ったとき 

   ア 借受人の推定相続人の範囲に変更があったことを知ったとき 

   イ 借受人の推定相続人の氏名又は住所に変更があったことを知ったと

き 

ウ  貸付けを受けた時点において世帯に属していた者以外の者を同居さ

せようとするとき 

エ 本件不動産が法令により収用又は使用されたとき 

オ 滅失、損壊その他の事由によって本件不動産の価値が著しく減少した

とき 

（13）その他都道府県社協会長が定めた事由が生じたとき 

８ その他、借受人、連帯借受人及び連帯保証人は、都道府県社協会長との

契約に定める条件を遵守しなければならない。 

 

第 12 一括償還及び貸付けの停止及び解約 

１ 都道府県社協会長は、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合には、

いつでも貸付金の全部又は一部につき一括償還を請求し、又は将来に向かっ

て貸付けを停止し若しくは貸付契約を解約することができる。 

（１）借受人が貸付金の使途をみだりに変更し、又は他に流用したとき 

（２）借受人が虚偽の申込みその他不正な手段により貸付けを受けたとき 

（３）借受人がその責務に違反したとき 

（４）借受人が借受期間中に就職等による自立又は必要な資金の融通を他から

受ける等して、貸付けの目的を達成したと認められるとき 

（５）借受人が貸付けの目的を達成する見込みがないと認められるとき 

（６）借受人が生活保護受給を開始したとき 

（７）借受人が民事保全又は民事執行の申立てを受けたとき 

（８）借受人が破産等の申立てをし、又は申立てを受けたとき 

（９）不動産担保型生活資金又は要保護世帯向け不動産担保型生活資金の貸付

けにおいて次のいずれかの変更等があったとき 



   ア 借受人が転居等により居住用不動産に居住しなくなったとき 

   イ 居住用不動産が法令に基づき収用又は使用されたとき 

   ウ 滅失、損壊その他の事由によって居住用不動産の価値が著しく減少

したとき 

（10）借受人が都道府県社協会長から求められた貸付限度額の変更に応じない

とき 

（11）借受人又は借受人の属する世帯の者が暴力団員であることが判明したと

き 

（12）その他貸付け又は貸付契約を継続しがたい事由が生じたとき 

２ 生活支援費の貸付けにおいて、都道府県社協会長は、借受人が貸付期間中

に一時的に他の公的給付又は公的な貸付けを受け、生活費をまかなうことが

できる場合には、当該給付又は貸付けを受けている間は、貸付けを停止する

ものとする。 

３ 不動産担保型生活資金及び要保護世帯向け不動産担保型生活資金の貸付

けの場合は、都道府県社協会長は、貸付元利金が貸付限度額に達したときは、

貸付けを停止するものとする。 

４  借受人は、都道府県社協会長に申し出て貸付けの停止を求め、又は貸付契

約を解約することができる。 

 

第 13 延滞利子 

１ 都道府県社協会長は、借受人が貸付元利金を定められた償還期限までに償

還しなかったときは、延滞元金につき年３．０パ－セントの率をもって、当

該償還期限の翌日から償還した日までの日数により計算した延滞利子を徴

収する。 

ただし当該償還期限までに償還しなかったことについて、災害その他やむ

を得ない事由があると認められるとき又は不動産担保型生活資金及び要保

護世帯向け不動産担保型生活資金において償還のために行う居住用不動産

の換価に日時を要すると認められるときは、この限りでない。 

２ 都道府県社協会長は、前項により計算した延滞利子がこれを徴収するのに

要する費用に満たないと認められるときは、当該延滞利子を債権として調定

しないことができる。 

 

第 14 貸付金の償還猶予 

１ 都道府県社協会長は、借受人又は借受人の属する世帯が災害その他やむを

得ない事由により償還期限までに貸付元利金を償還することが著しく困難

になったと認められるときは借受人又は連帯保証人の申請に基づき貸付元

利金の償還を猶予することができる。 

 ２ 都道府県社協会長は、教育支援資金に係る貸付金の償還期日において、

当該資金の貸付けにより入学又は就学をした者が高等学校、大学（専門職



大学、短期大学、専門職短期大学及び専修学校の専門課程を含む。）又は高

等専門学校に就学しているときは、貸付元利金の償還を猶予することがで

きる。 

 ３ 都道府県社協会長は、不動産担保型生活資金及び要保護世帯向け不動産

担保型生活資金の借受人が死亡した場合であって、配偶者から承継の申出

があった場合には、貸付契約の承継の決定をするまでの間について、当該

配偶者の申請に基づき貸付元利金の償還を猶予することができる。 

４ 都道府県社協会長は、要保護世帯向け不動産担保型生活資金の貸付元利金

が貸付限度額に達した後借受人が死亡した場合であって、配偶者が死亡する

までの間、当該配偶者の申請に基づき貸付元利金の償還を猶予することがで

きる。 

 ５ 都道府県社協会長は、貸付元利金の償還を猶予した場合であっても、借

受人が民事保全、民事執行若しくは破産等の申立てを受け、又は破産等の

申立てをしたときその他必要があると認めるときは、償還の猶予を取り消

すことができる。 

６ 都道府県社協会長は、法に基づく支援を行う機関からの要請により、借受

人の自立に向けた支援の観点から特に必要性が高いと認められるときは、貸

付元利金の償還を猶予することができる。 

 

第 15 償還免除 

  都道府県社協会長は、死亡その他やむを得ない事由により貸付元利金（延

滞利子を含む。）を償還することができなくなったと認められるときは、貸付

元利金（延滞利子を含む。）の償還未済額の全部又は一部の償還を免除するこ

とができる。 

 

第 16 民生委員の役割 

民生委員は、民生委員法第 14 条の職務内容に関する規定に基づき、都道府

県社協及び市町村社協と緊密に連携し、本貸付事業の運営についても積極的に

協力するものとする。具体的には、 

（１）都道府県社協及び市町村社協、福祉事務所等関係機関と連携した本制度

の広報・周知活動 

（２）本制度の利用に関する情報提供、助言 

（３）都道府県社協及び市町村社協の要請に基づく、借入申込者及び借受人の

属する世帯の調査及び生活実態の把握 

（４）借受人及び借入申込者の自立更生に関する生活全般にわたる相談支援 

等であり、借受人及び借入申込者の生活自立が図られるよう、民生委員の相談

支援を通じたきめ細やかな対応が期待される。 

 

第 17 不動産担保型生活資金の貸付け 



１ 償還担保措置 

（１）不動産担保型生活資金 

ア 借入申込者は、都道府県社協会長のために所有している居住用不動産

に関し根抵当権を設定し、登記をするものとする。 

イ 借入申込者は、都道府県社協会長のために所有している居住用不動産

に関し代物弁済の予約に応じ、所有権移転請求権保全のための仮登記を

するものとする。 

ウ 借入申込者は、その推定相続人の中から１名を連帯保証人として立て

なければならない。 

エ 連帯保証人は、借受人と連帯して債務を負担するものとする。 

オ 連帯保証人の責任は、借入申込者が居住用不動産に設定した根抵当権

の極度額を限度とする。 

カ 借入申込者は、貸付契約を締結することに関し、その連帯保証人以外

の推定相続人の同意を得るよう努めなければならない。 

（２）要保護世帯向け不動産担保型生活資金 

ア 借入申込者は、都道府県社協会長のために本件不動産に関し根抵当権

を設定し、登記をするものとする。 

イ 保護の実施機関は、本制度の利用について、推定相続人に対し必要な

説明を行うよう努めるものとする。その際、本制度の利用についての同

意を得るよう努めるものとし、同意が得られない場合であっても、本制

度の趣旨等について必要な説明を行うものとする。 

２ 推定相続人の異動 

（１）不動産担保型生活資金 

ア 推定相続人がいなかった借受人に貸付契約の締結から終了までの間

（以下「契約期間中」という。）に推定相続人が生じた場合は、当該推

定相続人の中から１名を連帯保証人として立てなければならない。 

イ 契約期間中に連帯保証人が死亡又は破産したときは、借受人は推定相

続人の中から代わりの連帯保証人を立てなければならない。 

ウ 契約期間中に連帯保証人が借受人の推定相続人でなくなったときは、

借受人は推定相続人の中から新たに連帯保証人を立てなければならな

い。この場合において、当該推定相続人でなくなった連帯保証人の責任

は、１の（１）のオの規定にかかわらず、新たな連帯保証人が保証契約

を締結した時点までに貸し付けた貸付金及びその利子の償還を限度と

する。 

エ 契約期間中に借受人に新たな推定相続人が生じた場合は、１の（１）

のカの規定を準用する。 

（２）要保護世帯向け不動産担保型生活資金 

契約期間中に借受人に新たな推定相続人が生じた場合については、１の

（２）のイの規定を準用する。 



３ 不動産の再評価 

（１）都道府県社協会長は、各単位期間ごとに本件土地又は本件不動産の再評

価を行うものとする。 

（２）（１）の規定にかかわらず、都道府県社協会長は、滅失、損壊その他の事

由によって本件不動産の価値が著しく減少したおそれがあると認めるとき

は、本件土地又は本件不動産の再評価を行うものとする。 

（３）都道府県社協会長は、本件土地又は本件不動産の再評価を行った場合に

おいて、必要があると認めるときは、借受人に対し貸付限度額の変更を求

めるものとする。 

４ 契約の終了 

  貸付契約は、次のいずれかの事由が生じた場合に終了する。 

ただし、（１）については、５の規定に基づく貸付契約の承継が行われた場

合は、この限りでない。 

（１）借受人（連帯借受人がいる場合は借受人及び連帯借受人）が死亡したと

き 

（２）都道府県社協会長が貸付契約を解約したとき 

（３）借受人が貸付契約を解約したとき 

５ 貸付契約の承継 

（１）借受人が死亡した場合であって、次のいずれにも該当する場合は、借受

人の配偶者は都道府県社協会長と貸付金の承継に係る契約（以下「承継契

約」という。）を締結し、貸付契約の承継を行うことができる。 

  ア 原則として配偶者が従来借受人と同居していたこと 

  イ 配偶者が居住用不動産を単独で相続し、登記をしていること 

  ウ 原則として配偶者が居住用不動産に引き続いて居住する予定であるこ

と 

  エ 借受人に係る貸付元利金が、承継の申し出があったときに行う再評価

により算定した貸付限度額に達していないこと 

（２）承継契約が締結された場合は、借受人の死亡時に遡って貸付契約は継続

していたものとみなす。この場合において、借受人の死亡後、承継契約が

締結されるまでの間に配偶者に対し貸し付けるべき資金は、承継契約の締

結後速やかに交付するものとする。 

６ 費用負担 

（１）資金の借入申込みに必要な本件土地又は本件不動産の評価（再評価を除

く。）、担保物件の登記（変更登記を除く。）にかかる費用は、不動産担保型

生活資金の貸付けにおいては、借受人が負担するものとし、要保護世帯向

け不動産担保型生活資金の貸付けにおいては、保護の実施機関が負担する

ものとする。 

（２）再評価に係る不動産の評価、担保物権の変更登記、居住用不動産の処分

その他の貸付契約に係る費用は、不動産担保型生活資金の貸付けのときは、



借受人が負担するものとし、要保護世帯向け不動産担保型生活資金の貸付

けのときは、都道府県社協が負担するものとする。 

（３）上記（１）（２）以外に要するその他の費用は、借受人が負担するものと

する。 

第 18 その他 

（１）この事業の実施のために、市町村社協等の体制整備を図るための経費に

ついては、当分の間、貸付原資の一部を取り崩して使用することを可能と

する。 

（２）この要綱中「市町村社協」とあるのは、都の特別区及び指定都市の区の

存する区域の社会福祉協議会については「区社協」と、社会福祉協議会が

結成されていない市町村においては「市町村民生委員協議会」とそれぞれ

読み替えるものとする。 

 

第 19 経過措置 

平成２年８月 14 日厚生省発社第 398 号厚生事務次官通知「生活福祉資金の

貸付けについて」、平成13年12月17日厚生労働省発社援第537号本職通知「生

活福祉資金（離職者支援資金）の貸付けについて」、平成 14 年 12 月 24 日厚生

労働省発社援第 1224001 号本職通知「生活福祉資金（長期生活支援資金）の貸

付けについて」、平成 19 年３月 27 日厚生労働省発社援第 0327002 号本職通知

「生活福祉資金（要保護世帯向け長期生活支援資金）の貸付けについて」に基

づき貸し付けられた資金は、なお従前の例による。 


